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川崎市税公告第39号

　課税額変更通知書を別紙記載の者に送達すべきとこ

ろ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のた

め送達することができないので、地方税法（昭和25年法

律第226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年

川崎市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成24年６月15日

 川崎市長　阿　部　孝　夫　　

（別紙省略）

上 下 水 道 局 告 示

川崎市上下水道局告示第28号

　　　川崎市排水設備指定工事店の更新について

　川崎市排水設備指定工事店の指定等に関する規程（平

成22年川崎市水道局規程第64号）第９条の規定に基づ

き、川崎市排水設備指定工事店として指定を更新したの

で、同規程第12条第１号の規定により告示します。

　　平成24年６月14日

 川崎市上下水道事業管理者　平　岡　陽　一　　

１ 　指定有効期間

　　平成24年７月１日　から

　　平成29年４月30日　まで

２ 　指定工事店

　　指定番号　　　479

　　商号又は名称　ワンタイ建設株式会社

　　営業所所在地　横浜市都筑区富士見が丘７－３

　　代表者氏名　　椀平　邦夫

　　指定番号　　　480

　　商号又は名称　有限会社トウシン工業

　　営業所所在地　相模原市南区相模大野７－26－２

　　代表者氏名　　伊藤　勝久

　　指定番号　　　483

　　商号又は名称　有限会社ハマ工業

　　営業所所在地　横浜市瀬谷区南瀬谷１－57－13

　　代表者氏名　　青木　克美

　　指定番号　　　484

　　商号又は名称　ソウシン産業株式会社

　　営業所所在地　相模原市緑区二本松１－20－６

　　代表者氏名　　山﨑　敏男

　　指定番号　　　486

　　商号又は名称　株式会社トラスト住宅設備

　　営業所所在地　神奈川県大和市上草柳３－19－７

　　代表者氏名　　山根　純一郎

　　指定番号　　　487

　　商号又は名称　株式会社ミヤサライン

　　営業所所在地　神奈川県藤沢市片瀬１－５－28

　　代表者氏名　　宮﨑　洋祐

　　指定番号　　　489

　　商号又は名称　オザワ総合設備株式会社

　　営業所所在地　横浜市保土ケ谷区峰岡町２－214

　　代表者氏名　　小澤　淳一

　　指定番号　　　492

　　商号又は名称　有限会社ケイティ工業

　　営業所所在地　横浜市神奈川区神之木台38－４

　　代表者氏名　　髙田　一雄

　　指定番号　　　494

　　商号又は名称　株式会社昌工

　　営業所所在地　横浜市中区寿町２－６－２

　　代表者氏名　　山浦　哲昌

　　指定番号　　　496

　　商号又は名称　清生土木有限会社

　　営業所所在地　川崎市多摩区菅馬場２－21－１

　　代表者氏名　　金光　徳夫

　　指定番号　　　497

　　商号又は名称　日比工業株式会社

　　営業所所在地　横浜市南区大岡５－23－24－104

　　代表者氏名　　松原　哲人

　　指定番号　　　498

　　商号又は名称　株式会社田辺水道工務店

　　営業所所在地　横浜市保土ケ谷区仏向西17－14

　　代表者氏名　　田辺　徹二

　　指定番号　　　684

　　商号又は名称　有限会社伸興設備

　　営業所所在地　横浜市瀬谷区宮沢１－26－10

　　代表者氏名　　梅澤　啓子

　　指定番号　　　685

　　商号又は名称　有限会社イワマ設備

　　営業所所在地　相模原市緑区根小屋2573－９

　　代表者氏名　　岩間　裕文

　　指定番号　　　686

　　商号又は名称　株式会社杉﨑管工

　　営業所所在地　横浜市旭区今宿西町377－19

　　代表者氏名　　杉﨑　裕志

　　指定番号　　　687

　　商号又は名称　株式会社吾妻工業

　　営業所所在地　横浜市泉区和泉町4861－１

　　代表者氏名　　吾妻　広士

　　指定番号　　　688

　　商号又は名称　株式会社北勇

　　営業所所在地　横浜市青葉区奈良３－21－４

　　代表者氏名　　山﨑　清治

　　指定番号　　　689
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　　商号又は名称　有限会社東和建興

　　営業所所在地　横浜市鶴見区下末吉５－３－13

　　代表者氏名　　野口　賢一

　　指定番号　　　690

　　商号又は名称　有限会社杉崎水道

　　営業所所在地　相模原市緑区城山３－１－24

　　代表者氏名　　杉嵜　貴之

　　指定番号　　　691

　　商号又は名称　大博建設株式会社

　　営業所所在地　横浜市青葉区荏子田１－７－４

　　代表者氏名　　飯島　博良

　　指定番号　　　692

　　商号又は名称　星崎設備工業株式会社

　　営業所所在地　横浜市青葉区たちばな台２－３－64

　　代表者氏名　　星崎　正勝

　　指定番号　　　693

　　商号又は名称　齋藤設備

　　営業所所在地　神奈川県厚木市下荻野563－18

　　代表者氏名　　齋藤　茂広

　　指定番号　　　694

　　商号又は名称　有限会社湯田工業

　　営業所所在地　川崎市川崎区貝塚２－２－３－1204

　　代表者氏名　　湯田　良仁

　　指定番号　　　695

　　商号又は名称　有限会社シチグ設備工業

　　営業所所在地　 横浜市保土ケ谷区川島町651－１－

303

　　代表者氏名　　七宮　宏治

　　指定番号　　　696

　　商号又は名称　有限会社こじま設備

　　営業所所在地　横浜市旭区今宿西町373－８

　　代表者氏名　　小島　秀夫

上 下 水 道 局 公 告

川崎市上下水道局公告第35号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　平成24年６月12日

 川崎市上下水道事業管理者　平　岡　陽　一　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件 名 施設再構築　長沢浄水場　１系電気設備附帯工事

履行場所 川崎市多摩区三田５－１－１（長沢浄水場内）

履行期間 契約の日から平成25年５月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　建設業退職金共済制度に加入していること。

⑷ 　川崎市内に本社を有する中小企業であること。

⑸ 　平成23・24年度川崎市工事請負有資格業者名簿の業種「電気」、希望種目「その他の電気設備」、

ランク「Ａ」に登載されていること。

⑹ 　監理技術者（業種「電気」）を専任で配置できること。

⑺ 　電気工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

契約条項を

示す場所等

川崎市上下水道局総務部契約課（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－3117

入札日時等 平成24年７月19日　午前10時（川崎市役所第２庁舎４階上下水道局入札室）

入札保証金 免

契約書作成 要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 川崎市ホームページ「入札情報かわさき」アドレスhttp://keiyaku.city.kawasaki.jp
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交 通 局 規 程

川崎市交通局規程第７号

　川崎市交通事業会計規程の一部を改正する規程を次の

ように定める。

　　平成24年６月１日

 川崎市交通事業管理者　　　　　　

 　　交通局長　田　巻　耕　一　　

　　　川崎市交通事業会計規程の一部を改正する

　　　規程

　川崎市交通事業会計規程（平成４年交通局規程第８

号）の一部を次のように改正する。

　第102条の12中第４号を第６号とし、第３号の次に次

の２号を加える。

　⑷ 　使用許可申請の内容に虚偽の記載が判明したとき。

　⑸ 　使用者が暴力団等と判明したとき。

　　　附　則

　この規程は公布の日から施行する。

交通局公告（調達）

川崎市交通局公告（調達）第13号

　　　落札者等の公示

　川崎市交通局物品等又は特定役務の調達手続の特例を

定める規程第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等

について公示します。

　　平成24年６月25日

 川崎市交通事業管理者　　　　　　

 交通局長　田　巻　耕　一　　

１ 　調達の名称

　⑴ 　軽油Ａ（６月分）　予定数量　 86キロリットル

　⑵ 　軽油Ｂ（６月分）　予定数量　128キロリットル

　⑶ 　軽油Ｃ（６月分）　予定数量　 64キロリットル

　⑷ 　軽油Ｄ（６月分）　予定数量　142キロリットル

２ 　契約事務担当部局の名称及び所在地

　　交通局企画管理部経理課

　 　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９（川崎御幸ビル９

階）

３ 　契約の相手方を決定した日

　　平成24年５月22日

４ 　契約の相手方の氏名及び住所

　⑴ 　株式会社　サンオータス

　　　営業本部長　北野　俊

　　　横浜市港北区新横浜二丁目４番15号

　⑵ 　株式会社　サンオータス

　　　営業本部長　北野　俊

　　　横浜市港北区新横浜二丁目４番15号

　⑶ 　株式会社　サンオータス

　　　営業本部長　北野　俊

　　　横浜市港北区新横浜二丁目４番15号

　⑷ 　株式会社　サンオータス

　　　営業本部長　北野　俊

　　　横浜市港北区新横浜二丁目４番15号

５ 　契約金額

　⑴ 　98,500円（１キロリットル当たり）

　⑵ 　98,700円（１キロリットル当たり）

　⑶ 　99,000円（１キロリットル当たり）

　⑷ 　98,900円（１キロリットル当たり）

６ 　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７ 　入札の公告を行った日

　　平成24年４月10日

　　　───────────────────

川崎市交通局公告（調達）第14号

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　平成24年６月25日

 川崎市交通事業管理者　　　　　　

 交通局長　田　巻　耕　一　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　購入物品及び数量

　　 　一般乗合自動車　大型ハイブリッドノンステップ

バス（ディーゼル電気式・10.5ｍクラス）　平成24

年式　６両

　⑵ 　購入物品の特質等

　　　製作仕様書・製作要領図によります。

　⑶ 　納入場所

　　　川崎市交通局が指定する場所

　⑷ 　納入期限

　　　平成24年12月31日

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４

号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において、平成23・24年度川崎市製造の

請負・物件の供給等有資格業者名簿（以下「有資格

業者名簿」という。）に、業種「自動車」で登載さ

れており、かつ、ランク「Ａ」に格付けされている

こと。

　　 　なお、有資格業者名簿に登載のない者（入札参加

業種を登録していない者を含む。）は、財政局資産

管理部契約課に所定の様式により、資格審査申請を
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平成24年７月９日（月）までに行ってください。申

請の際には、この公告文を持参してください。

　⑶ 　入札期日までの間、川崎市競争入札参加資格者指

名停止等要綱による指名停止の措置を受けていない

こと。

　⑷ 　製作仕様書・製作要領図による内容を遵守し、当

該物品を確実に納入することが可能であること。

　⑸ 　物品を納入した後、修理、点検、保守、その他必

要なサービスの提供及び部品の供給に関し、長期

（最低12年）にわたり、迅速かつ適切に対応できる

体制が整備されていること。

　⑹ 　検査を実施するにあたり、必要な資料の提出及び

説明が可能であり、かつ、本市の求めにより職員立

会のもと、速やかに検査に応じられること。

　⑺ 　少なくとも引渡しの日から１年間を保証期間とし

て設定できること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書等の配布、提出及

び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書にその他の必要書類を添えて

提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出及び問い合わせ先

　　 　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル

９階

　　　交通局企画管理部経理課　契約担当　田中

　　　電話　044－200－3228

　　　※ 　一般競争入札参加資格確認申請書等は、「交

通局入札情報」のホームページからもダウンロ

ードできます。

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　平成24年６月25日（月）から平成24年７月９日

（月）までの午前８時30分から正午まで及び午後１

時から午後５時15分まで（土曜日、日曜日及び国民

の祝日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明書の交付

　 　３により一般競争入札参加資格確認申請書等を提出

した者には、入札説明書を無料で交付します。

　 　また、入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期

間中縦覧に供します。

５ 　一般競争入札参加資格確認の通知

　 　一般競争入札参加資格確認申請書等を提出した者に

は、その結果を平成24年７月17日（火）までに一般競

争入札参加資格確認通知書により通知します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　　川崎市交通局自動車部運輸課　担当　武山

　　電話　044－200－3241

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　上記２に定める資格条件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及びその他の提

出書類について、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　 　入札は１⑴の購入物品ごとに総価で行います。入札

者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか

免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額

の105分の100に相当する金額を入札書に記載してくだ

さい。

　⑴ 　入札方法

　　ア 　持参による入札の場合

　　（ア）日　時　平成24年８月７日（火）午前11時

　　（イ）場　所　 川崎市交通局会議室　川崎御幸ビル

８階

　　　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　イ 　郵送による入札の場合

　　（ア）期　限　平成24年８月３日（金）必着

　　（イ）あて先　〒210－8577　

　　　　　　　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長

　　　　　　　　　 必ず書留郵便により送付してくださ

い。

　⑵ 　入札保証金

　　　免除

　⑶ 　開札の日時及び場所

　　　８⑴アに同じ。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作

成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て有効な入札を行った者を落札者とします。ただ

し、著しく低価格の場合は、調査を行うことがあり

ます。

　⑸ 　入札の無効

　　 　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める

入札は、これを無効とします。

９ 　再度の入札の実施

　 　落札者がいない場合、直ちに再度入札を行います。

ただし、入札参加者が川崎市交通局競争入札参加者心

得第７条により無効とされた者及び開札に立ち会わな

い者であった場合は参加できません。

10　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市交通局契約規程第33条各号に該当する場

合は、免除します。
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　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否　要

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市交通局契約規程及び川崎市交通局競争入札

参加者心得等は、３⑴の場所において閲覧できます。

11　入札に関する苦情

　 　入札に関する苦情等について、苦情の原因となった

事実を知り得たときから10日以内に川崎市政府調達苦

情検討委員会（以下「委員会」という。）へ申し立て

ることができます。

12　その他

　⑴ 　この特定調達契約において使用する言語及び通貨

は、日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は入札説明書によります。

　⑶ 　公告に定めるもののほか、川崎市交通局契約規程

及び川崎市交通局競争入札参加者心得等の定めると

ころによります。

　⑷ 　落札者の決定後、苦情申立てが行われた場合、委

員会申立ての検討期間中、契約締結等の手続を一時

停止することがあります。

13　Summary

　⑴ 　Nature and quantity of the products to be 

　　　purchased:

　　　General bus - large Non-step bus(electric 

　　　hybrid 10.5m class) 2012 Model Quantity 6

　⑵ 　Time limit for tender:

　　　11:00 A.M. 7 August, 2012

　⑶ 　Time limit for tender by mail:

　　　3 August, 2012

　⑷ 　Contact point for the notice:

　　　KAWASAKI CITY OFFICE

　　　Accounting Section

　　　Transportation Bureau

　　　1-8-9, Isago, Kawasaki-ku

　　　Kawasaki, Kanagawa 210-0006, Japan

　　　TEL:+81(0)44-200-3228

病院局公告（調達）

川崎市病院局公告（調達）第44号

　　　入札公告

　物品調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　平成24年６月25日

 川崎市病院事業管理者　秋　月　哲　史　　

１ 　総則

　⑴ 　別紙の案件に係る契約条項を示し、また関連情報

を入手するための照会窓口は、次のとおりです。

　　 　病院局経営企画室契約担当（以下「病院局契約担

当」といいます。）

　　 　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル

７階　電話044‐200‐3857（直通）

　⑵ 　川崎市病院局契約規程（以下「契約規程」といい

ます。）及び川崎市病院局競争入札参加者心得（以

下「参加者心得」といいます。）ほかの契約関係規

程並びに物品調達に関する仕様書は、病院局契約担

当の窓口で縦覧できるほか、インターネットにおい

て、病院局入札情報のページで閲覧することができ

ます。

　　 　（http://www.city.kawasaki.jp/83byoin/somu/

nyuusatsu/index.html）

　⑶ 　本書に示された諸手続きで期間が定められている

場合、休庁日は当該期間から除かれます。さらに、

縦覧を含む諸手続きの時間については、当該期間の

日の午前８時30分から正午までと、午後１時から午

後５時15分までに限ります。

　⑷ 　競争参加の申込み及び競争参加資格について

　　ア 　競争参加申込書は、別紙の案件ごとに定められ

た期間に病院局契約担当窓口で受付けます。

　　イ 　本書において「名簿」とは、「平成23・24年度

川崎市製造の請負、物件の買入れ等有資格業者名

簿」をいいます。競争参加者は、別紙の案件ごと

に定められた競争参加資格のほか、次の全ての条

件を満たす必要があります。

　　（ア）契約規程第２条の規定に該当しないこと。

　　（イ ）川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱に

よる指名停止期間中ではないこと。

　　（ウ ）法令等に従い、本件契約を確実に履行する資

格及び能力を有すること。

　　（エ ）本書に定める各種書面の提出、現場説明会へ

の出席等の競争参加者の義務を誠実に履行する

こと。

　　ウ 　競争参加資格があると認めた者には、別紙の案

件ごとに競争参加資格確認通知書を事前に交付し

ます。競争参加資格があると認め難い者には、別

途お知らせします。

　　エ 　競争参加資格があると認めた者が、競争参加申

込書及び本書に定めるその他の提出書類について

虚偽の記載をしたときは、本件競争入札に参加す

ることはできません。

　⑸ 　仕様等に関する問合せの方法について

　　 　仕様等に関する問合せは、質問書（様式は病院局

入札情報のページで取得できます。）により受付け

ます。また、提出された質問書は１⑴の照会窓口に
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回答書と共に掲示を行い、併せて１⑵の病院局入札

情報のページにも掲載を行います。

　⑹ 　入札及び開札について

　　ア 　入札及び開札は、別紙の案件ごとに定める日時

において、次の場所で執行します。

　　　 　病院局会議室（川崎市川崎区砂子１丁目８番地

９　川崎御幸ビル７階）

　　イ 　入札を行い、又は開札に立会う者は、競争参加

資格確認通知を受けた者又はその代理人とします。

　　　 なお、代理人が立会う場合は、入札に関する権限

及び開札の立会いに関する権限の委任を受けた旨

の書面を事前に提出しなければなりません。

　　ウ 　入札保証金は免除します。

　　エ 　落札者の決定については、別紙の案件ごとに契

約規程第14条の規定に基づいて作成した予定価格

の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った入札者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は調査を行うことがあるほか、

最低制限価格が設定されている案件については、

その価格に満たない価格で入札した者の入札は無

効とします。

　　　 　入札書記載金額の最も低い者が予定価格を上回

り、落札者を決定できないときは、直ちに再度入

札を行います。ただし、その前回の入札が参加者

心得の規定により無効とされた者及び開札に立会

わない者は再度入札に参加できません。

　　オ 　参加者心得において無効と定める入札は、これ

を無効とします。

　⑺ 　契約の締結について

　　 　落札者とは別紙の案件ごとに次の条件で契約を締

結します。

　　ア 　契約保証金は契約金額の10パーセントとしま

す。ただし、契約規程第34条各号に該当する場合

は免除します。

　　イ 　契約書の作成を必要とします。

（案件１）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　 名 川崎病院で使用するフードスライサーの調達

履行場所 川崎市立川崎病院

契約期間 平成24年９月28日まで

競争参加資格
名 簿 の

登　 録

業種「厨房機器」

種目「給食設備」

競 争 参 加 の 申 込 平成24年６月25日（月）から平成24年７月４日（水）まで受付けます。

最 低 制 限 価 格 の 有 無 設定しません。

入 札 及 び 開 札 平成24年７月11日（水）　午前10時00分

（案件２）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　 名 川崎病院で使用するＣＰＭユニット（能動型下肢用他動運動訓練装置）の調達

履行場所 川崎市立川崎病院

契約期間 平成24年８月31日まで

競争参加資格
名 簿 の

登　 録

業種「医療機器」

種目「医療機器」

競 争 参 加 の 申 込 平成24年６月25日（月）から平成24年７月４日（水）まで受付けます。

最 低 制 限 価 格 の 有 無 設定しません。

入 札 及 び 開 札 平成24年７月11日（水）　午前10時30分

（案件３）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　 名 川崎病院で使用する自動血球洗浄遠心機の調達

履行場所 川崎市立川崎病院

契約期間 平成24年８月31日まで

競争参加資格
名 簿 の

登　 録

業種「医療機器」

種目「医療機器」
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競 争 参 加 の 申 込 平成24年６月25日（月）から平成24年７月４日（水）まで受付けます。

最 低 制 限 価 格 の 有 無 設定しません。

入 札 及 び 開 札 平成24年７月11日（水）　午前10時30分

（案件４）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　 名 井田病院で使用する眼底カメラ・ＯＣＴの調達

履行場所 川崎市立井田病院

契約期間 平成24年９月21日まで

競争参加資格
名 簿 の

登　 録

業種「医療機器」

種目「医療機器」

競 争 参 加 の 申 込 平成24年６月25日（月）から平成24年７月４日（水）まで受付けます。

最 低 制 限 価 格 の 有 無 設定しません。

入 札 及 び 開 札 平成24年７月11日（水）　午前11時00分

消 防 局 公 告

川崎市消防局公告第５号

　　　サイレンの吹鳴について

　消防法（昭和23年法律第186号）第26条第３項の規定

により消防訓練に伴うサイレンの吹鳴を、次のとおり公

告します。

　　平成24年６月４日

 川崎市消防長　福　井　昭　久　　

訓

練

１

日 時
平成24年６月16日（土）　　

11時35分～ 11時45分

場 所
多摩区中野島３丁目12番１号

対象物名等　川崎市立中野島小学校

消防隊数
消防隊　１隊　　消防団　１隊　　　

　　　　　　　　　　　　　　計２隊

市民オンブズマン告示

川崎市市民オンブズマン告示第１号

　川崎市市民オンブズマン条例第22条の規定により、川

崎市市民オンブズマンの運営状況を公表します。

　　平成24年６月１日

 川崎市市民オンブズマン　　　

 　　　　　　淺　生　重　機　　

 　　　　　　川　村　仁　弘　　

（内容省略）

人権オンブズパーソン告示

川崎市人権オンブズパーソン告示第１号

　川崎市人権オンブズパーソン条例第26条の規定によ

り、川崎市人権オンブズパーソンの運営状況を公表しま

す。

　　平成24年６月１日

 川崎市人権オンブズパーソン　　　　

 　　　　　　　　中　村　れい子　　

 　　　　　　　　河　津　英　彦　　

（内容省略）

教 育 委 員 会 公 告

川崎教育委員会公告第２号

　平成25年度川崎市立高等学校の入学者の募集及び選抜

要綱を次のとおり制定します。

　　平成24年６月５日

 川崎市教育委員会　　　　　　　

 　　委員長　峪　　　正　人　　
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川崎教育委員会公告第２号 

平成２５年度川崎市立高等学校の入学者の募集及び選抜要綱を次のとおり制定します。 

 

平成２４年６月５日 

                                        川崎市教育委員会 

                                        委員長 峪 正人  

 

平成２５年度川崎市立高等学校の入学者の募集及び選抜要綱  

 
 平成２５年度川崎市立高等学校の入学者の募集及び選抜は、この要綱の定めるところによる。 
 
１ 募集の区分 
   川崎市立の高等学校の募集の区分は、次表のとおりとする。 

募  集  の  区  分 課  程 

全日制の課程   中学校卒業見込みの者及び中学校既卒業者に係る募集 

 （以下「一般募集」という。） 定時制の課程 

 

２ 志願資格  
  入学を志願しようとする者（以下「志願者」という。）は、次の（１）から（４）までのいずれかに該当す

る者であって、かつ、川崎市立高等学校の通学区域に関する規則（平成１２年川崎市教育委員会規則第７号）

に定める通学区域（以下「学区」という。）の要件を満たす者とする。 
 
 (１) 中学校若しくはこれに準じる学校又は中等教育学校の前期課程（以下「中学校」という。）を卒業又は 

修了した者 
 (２) 中学校を平成２５年３月３１日までに卒業する見込み、 又は修了する見込みの者 
 (３) 学校教育法施行規則（以下「施行規則」という。）第95条各号のいずれかに該当する者 
 (４) 施行規則第95条第１号又は第２号に規定する課程を平成２５年３月３１日までに修了する見込みの者 
 
３ 学区の確認 
   学区の確認に関し必要な事項は、川崎市教育委員会教育長（以下「教育長」という。）が別に定める。  
 
４ 募集の方法 

(１) 一般募集は、各高等学校の各課程の学科ごとに行う。  
  ただし、川崎総合科学高等学校の定時制の課程に関する学科のうち、電気科及び電子科に係る募集は、

二つの学科を一括して行う。 
 

５ 募集期間 
 募集期間は、次表のとおりとする。 

募   集   期   間 
募集の区分 課 程 

共通選抜 定通分割選抜 
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全日制の課程  

一 般 募 集      
定時制の課程 

平成２５年２月１日（金）から 
       同月５日（火）まで 平成２５年３月４日（月） 

及び   ３月５日（火） 

 

 

６ 志願  

(１) 入学検定料の納付及び入学願書等の提出 
    志願者は、入学検定料を納付したうえ、志願先の高等学校の校長に、入学願書等を提出するものとする。 

 
(２) 志願の範囲 

    志願は、募集期間を同じくするものについては、一つの高等学校の一つの学科に限る。 
    ただし、複数の学科を一括して募集するものは、それを一つの学科とみなす。  
   また、工業に関する学科にあっては同じ高等学校の他の工業に関する学科に対し、第２希望として志願

することを認める。 
なお、平成２５年度入学者選抜における国立、公立、私立高等学校（高等専門学校を含む）合格者は、  

  定通分割選抜に志願することは認めない。 
   
７ 志願変更  

 (１) 志願変更の対象 
   志願の手続きを完了した者は、募集期間を同じくする他の公立高等学校が行う一般募集若しくは特別募 
  集又は同じ高等学校の他の一般募集に志願変更することができる。  
   なお、専門学科をおく高等学校における前記６の（２）による希望については、志願時に第２希望の 
  志願をしていない場合であっても、志願変更時に志願することができる。 
 
(２) 志願変更の期間 
  志願変更期間は、次表にとおりとする。 

志 願 変 更 の 期 間 
課 程 

共通選抜 定通分割選抜 

全日制の課程  

定時制の課程 

  平成２５年２月7日（木）   

    及び 同月８日（金）    平成２５年３月６日（水） 
     及び   同月７日（木） 

 
８ 選抜の方法 

(１) 中学校の校長は、志願した者の調査書及び学習成績一覧表を志願先の高等学校の校長に提出するものと

する。 
(２) 高等学校の校長は、中学校の校長から提出された志願者に係る書類及び後記９の選抜のための検査の結

果に基づいて、教育長が別に定める方法により選抜を行う。 
 
(３) 長期の欠席について特別な事情を有する志願者の選抜の方法に関して必要な事項は、教育長が別に定め

る。 
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９ 選抜のための検査 
 
 (１) 共通選抜･定通分割選抜 

   全日制の課程及び定時制の課程においては、学力検査（原則として全日制は国語、社会、数学、理科及 

  び外国語（英語）の５教科、定時制は国語、数学及び外国語（英語）の３教科）及び面接並びに各高等学 

  校が必要に応じて実施する特色検査（実技検査又は自己表現検査）とする。 

   また、定時制の課程の志願者のうち、２０歳以上の者（平成２５年４月１日現在）については、作文を 

  もって学力検査に代えることができる。 

   なお、特色検査を実施するにあたって、全日制の課程においては、学力検査を３教科にまで減じること 

  ができるものとする。 

 

 (２) 海外から移住してきた者及び永住するために海外から引き揚げてきた者を保護者とする志願者の選抜

のための検査の方法に関する必要な事項は、教育長が別に定める。 
 
(４) 障害等のある志願者の選抜のための検査の方法に関する必要な事項は、教育長が別に定める。 
 

 
１０ 検査等の期日 
  選抜のための検査の期日及び合格者の発表の期日は、次表のとおりとする。 
 

(１) 共通選抜 
課 程 学力検査の期日 面  接 特 色 検 査 

平成２５年 
 ２月１５日（金） 

平成２５年 
    ２月１８日（月）

 及び 同月１９日（火）

平成２５年 
 ２月１５日（金）、同月１８日（月）

 及び 同月１９日（火） 
合 格 発 表 の 期 日 

全日制の課程 
定時制の課程 

平成２５年 ２月 ２８日（木） 

 
 (２) 定通分割選抜 

課 程 学力検査の期日 面  接 特 色 検 査 

平成２５年 
３月１２日（火） 

平成２５年 
    ３月１２日（火）

 及び 同月１３日（水）

平成２５年 
    ３月１２日（火） 
 及び 同月１３日（水） 

合 格 発 表 の 期 日 
定時制の課程 

平成２５年 ３月 １９日（火） 

 
１１ 二次募集 
   教育長が必要と認める場合に、一般募集について次のとおり二次募集を行う。 
 

(１) 志願資格 
   前記２に定める志願資格を有する者であって、かつ、志願時において、平成２５年度入学者選抜におけ

る国立、公立、私立高等学校（高等専門学校を含む）の合格者になっていない者とする。 
 

 (２) 募集期間 
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   募集期間は、次表のとおりとする。 
区 分 課  程 募   集   期   間 

 全日制の課程 平成２５年３月４日（月）及び 同月５日（火） 
一般募集 

（二次募集） 
定時制の課程 平成２５年３月２１日（木）及び 同月２２日（金） 

 
 
(３) 志願変更 

   志願変更することができる課程及びその期間は、次表のとおりとする。 
区 分 課  程 志  願  変  更  期  間 

 全日制の課程 平成２５年３月  ６日（水）及び 同月 ７日（木） 
一般募集 

（二次募集） 
定時制の課程 平成２５年３月２５日（月） 

 
（４） 学力検査の内容 
 ① 全日制の課程については、国語、数学、外国語（英語）の３教科の学力検査を実施する。また、当該高 

等学校の校長が必要と認めるときは、面接を実施することができる。 
  ② 定時制の課程については、面接を実施する。 

 
(５) 学力検査等の期日 

   学力検査等の期日は、次表のとおりとする。 

区 分 課  程 学力検査の期日 面接の期日 合格者の発表の期日 

全日制の課程 平成２５年 
３月１１日（月）

同 左 平成２５年 
３月１５日（金） 一般募集 

（二次募集） 
定時制の課程 

 平成２５年 
 ３月２６日（火）

平成２５年 
３月２８日（木） 

 
１２ 入学の許可 

(１) 入学の許可は、合格者に高等学校の校長が合格通知書を交付することによって行う。 

(２) 高等学校の校長は、志願又は選抜のための検査等に際して、不正行為のあった者に対しては、入学を許 
可しないものとし、入学の許可後に不正行為が判明した者に対しては、入学の許可を取り消すものとする。 

 
１３  入学手続 

(１) 合格通知書の交付を受けた合格者は、指定された期日までに教育長が別に定める手続をしなければなら 
ない。 

(２) 高等学校の校長は、前記(1) の手続を行わなかった者に対しては、入学の許可を取り消すものとする。 
 
１４  教育長への委任 
    この要綱に定めるもののほか、川崎市立の高等学校の入学者の募集及び選抜に関して必要な事項は、教

育長が別に定める。 
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選挙管理委員会告示

川崎市選挙管理委員会告示第４号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）及び市町村の合併

の特例に関する法律（平成16年法律第59号）の規定によ

る各種請求並びに地方教育行政の組織及び運営に関する

法律（昭和31年法律第162号）の規定による委員の解職

請求をするに必要な選挙権を有する者の数は、次のとお

りです。

　　平成24年６月４日

 川崎市選挙管理委員会　　　　　

 　　委員長　山　田　充　邦　　

１ 　地方自治法第74条第１項（条例の制定又は改廃の請

求）及び同法第75条第１項（市の事務の監査の請求）

並びに市町村の合併の特例に関する法律第４条第１項

（合併協議会設置の請求）及び同法第５条第１項（同

一請求関係市町村の長に対する合併協議会設置の請

求）に規定する選挙権を有する者の総数の50分の１の

数

　　　　　　　　　　　  　22,908人

２ 　地方自治法第76条第１項（議会の解散の請求）、同

法第81条第１項（市長の解職の請求）及び同法第86条

第１項（副市長、市の選挙管理委員又は監査委員の解

職の請求）並びに地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律第８条第１項（教育委員会の委員の解職の請

求）に規定する選挙権を有する者の総数の40万を超え

る数に６分の１を乗じて得た数と40万に３分の１を乗

じて得た数とを合算して得た数

　　　　　　　　　　　　 257,561人

３ 　地方自治法第80条第１項（議会の議員の解職の請

求）及び同法第86条第１項（区の選挙管理委員の解職

の請求）に規定する選挙権を有する者の総数の３分の

１の数

　　　　　　　川崎区　　　58,569人

　　　　　　　幸　区　　　42,314人

　　　　　　　中原区　　　63,037人

　　　　　　　高津区　　　58,265人

　　　　　　　宮前区　　　58,393人

　　　　　　　多摩区　　　55,808人

　　　　　　　麻生区　　　45,404人

４ 　市町村の合併の特例に関する法律第４条第11項（合

併請求市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設

置協議の投票の請求）及び同法第５条第15項（合併協

議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会に対する合

併協議会設置協議の投票の請求）に規定する選挙権を

有する者の総数の６分の１の数

　　　　　　　　　　　　 190,894人

人 事 委 員 会 公 告

川崎市人事委員会公告第３号

　　　平成24年度川崎市職員（高校卒程度、保育

　　　士、学校栄養職）採用試験の実施について

　平成24年度川崎市職員（高校卒程度、保育士、学校栄

養職）採用試験を次のとおり行います。

　　平成24年６月７日

 川崎市人事委員会　　　　　　　

 　　委員長　金　作　幸　男　　
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川崎市人事委員会公告第３号 

 

平成２４年度川崎市職員（高校卒程度、保育士、学校栄養職）採用試験 

の実施について 

 

 平成２４年度川崎市職員（高校卒程度、保育士、学校栄養職）採用試験を次のとおり行

います。 

 

平成２４年６月７日 

川崎市人事委員会         

委員長 金 作 幸 男      
 

１ 試験区分及び職務概要 

試 験 区 分 主 な 職 務 概 要 
採用予定 
人  員 

行政事務 
市長事務部局、上下水道局、交通局、病院局、教育委員会事
務局等において、一般行政事務に従事します。 

５ 名 程 度 

土  木 
まちづくり局、建設緑政局、港湾局、区役所、上下水道局等
で専門技術の業務に従事します。 

若 干 名 
高校卒 

程 度 

消 防 士 
採用後、消防学校等において研修を受け、その後、消防業務
に従事します。 

１５名程度 

保  育  士 
保育所、社会福祉施設等において乳幼児等の保育業務に従事
します。 

若 干 名 

学 校 栄 養 職 
市立小・特別支援学校において栄養指導及び給食栄養管理業
務に従事します。 

５ 名 程 度 

(注) １ 採用予定人員については、今後の事業計画等により変更することがあります。 

     ２ 交替制勤務などを要する職場に配属されることがあります。 

     ３ 「保育士」、「学校栄養職」は、資格又は免許を必要とする選考職です。 

    ４ 複数の試験区分への申込みはできません。 

 

２ 受 験 資 格 

試 験 区 分 年  齢  等 資格・免許、身体的条件 

 
行 政 事 務 
土 木 
 

 

消 防 士 

 
 
平成3年4月2日から平成7年
4月1日までに生まれた人 
 
 
※ 消防士については、日本国
籍を有する人 

次の要件を全て満たす人 
(1) 視力（矯正視力を含む。）が両眼で 0.7以上かつ 
一眼でそれぞれ0.3以上の人 

(2) 赤色、青色及び黄色の色彩の識別ができる人 
(3) 聴力が正常な人 

保 育 士 
保育士の資格を有する人又は平成25 年 3月 31 日までに
資格取得見込みの人 

学 校 栄 養 職 

昭和 58 年 4 月 2 日以降に生ま
れた人 栄養士の免許を有する人又は平成25 年 3月 31 日までに

免許取得見込みの人 

 
※ 試験区分ごとの受験資格に関わらず、地方公務員法第１６条各号のいずれかに該当する人は、受験できま
せん。 
地方公務員法第１６条（抜粋） 
１ 成年被後見人又は被保佐人（注：準禁治産者を含む。） 
２ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 
３ 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 
４ 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第５章に規定する罪を犯し刑に処せられた者 
５ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張 
する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 
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３ 試験日時・会場及び試験内容 
(1) 第１次試験 

試 験 区 分 試 験 科 目 日 時 及 び 会 場 第１次試験合格発表日

行 政 事 務 
(1) 教養試験 

（択一式50問120分） 

 

 

土 木 

 

 

(1) 教養試験 

 （択一式50問120分） 

(2) 専門試験 

 （択一式40問120分） 

平成24年10月2日(火)

午前10時（予定） 

消 防 士 

(1) 教養試験 

 （択一式50問120分） 

(2) 体力検査 

平成24年10月11日(木)

午前10時（予定） 

保 育 士 

 

 

学 校 栄 養 職 

(1) 教養試験 

 （択一式50問150分） 

(2) 専門試験 

 （択一式40問120分） 

 

１ 教養試験、専門試験 

(1) 日時 

平成 24 年 9 月 23 日（日） 

午前 9 時 30 分集合 

(2) 試験終了時刻（予定） 

･行政事務及び消防士 

午前 11 時 45 分 

･土木 

  午後 2 時 45 分 

･保育士及び学校栄養職 

午後 3 時 15 分 

(3) 会場 

  受験案内掲載の学校のうちいずれ

か１校を受験票(電子申請の場合は申

込整理票)で指定します。 

 

２ 体力検査（消防士） 

(1) 対象者 

教養試験の成績により対象者を決

定し、文書で通知するとともに、川崎

市役所本庁舎２階渡り廊下及びホー

ムページに対象者の受験番号を掲示

します。 

平成24年9月27日(木)午前10時 

（予定） 

(2) 日時及び会場 

    平成24年10月4日(木) (予定) 

川崎市内で実施（詳細は対象者あて

の通知に記載します。） 

 

平成24年10月2日(火)

午前10時（予定） 

(注) １ 受験に際しては、受験案内及び受験票に記載されている注意事項を必ず守ってください。 

２ 第１次試験の合格者は、各試験科目の結果を総合して決定します。ただし、いずれかの試験科目に

おいて一定の基準に達しない場合は、他の試験科目の成績に関わらず不合格となります。 

３ 体力検査（消防士）の対象者発表及び第１次試験の合格発表は、川崎市役所本庁舎２階渡り廊下及び

ホームページ（ホームページアドレスはＰ．８参照）に対象者及び合格者の受験番号を１週間掲示しま

す。また、発表日に体力検査の対象者及び第１次試験合格者に文書で通知を発送します。郵便事情など

により延着、不着となる場合もありますので、合否は掲示場所又はホームページで必ず確認してく

ださい。なお、電話での合否の問い合わせはお断りしています。また、合否に関する電報等のサー

ビスは一切取り扱っていません。 
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【第１次試験の内容】※ 教養･専門試験の問題例についてはＰ.８「９ その他」を参照してください。 

試験科目 試 験 区 分 主 な 出 題 分 野 等 

行 政 事 務 
土 木 
消 防 士 

○公務員として必要な高校卒業程度の一般教養に関する試験です。 
社会科学（法律、政治、経済、社会）、人文科学（世界史、日本史、地理、

国語、人文）、自然科学（数学、物理、化学、生物、地学）、文章理解（現

代文、古文、英文）、判断推理、数的推理、資料解釈 
教養試験 

保 育 士 
学 校 栄 養 職 

○公務員として必要な短期大学卒業程度の一般教養に関する試験です。 
社会科学（法律、政治、経済、社会）、人文科学（世界史、日本史、地理、

人文）、自然科学（数学、物理、化学、生物、地学）、文章理解（現代文、

古文、英文）、判断推理、数的推理、資料解釈 

土 木 数学・物理・情報技術基礎、土木基礎力学（構造力学、水理学、土質力学）、

土木構造設計、測量、社会基盤工学、土木施工 

保 育 士 社会福祉、児童福祉（養護原理を含む。）、発達心理（精神保健を含む。）、

保育原理、保育内容、保健衛生 専門試験 

学 校 栄 養 職 社会生活と健康、人体の構造と機能、食品と衛生、栄養と健康、栄養の指

導、給食の運営 

体力検査 消 防 士 
○消防士としての職務遂行に必要な体力についての検査を行います。 
握力、上体起こし、長座体前屈、反復横とび、立ち幅とび、20ｍシャトル

ラン、腕立て伏せ等 

 

(2) 第２次試験（第１次試験合格者を対象に実施） 

試 験 区 分 試 験 科 目 日 時 及 び 会 場 最終合格発表日 

行 政 事 務 

(1) 面接試験 

(2) 作文試験 

（800 字以上 1200 字

以内 60 分） 

消 防 士 

(1) 面接試験 

(2) 作文試験 

（800 字以上 1200 字

以内 60 分） 

(3) 身体検査 

土 木 

保 育 士 

学 校 栄 養 職 

(1) 面接試験 

１ 日時（予定） 

(1) 面接試験 

平成 24 年 10 月 23 日(火) 

～10 月 30 日(火) 

(2) 作文試験（行政事務・消防士）

   平成 24 年 10 月 19 日（金） 

(3) 身体検査（消防士） 

作文試験と同日 

 

２ 会場 

川崎市内 

※ 日時・場所等の詳細については第

１次試験合格者に文書で通知します。

 

平成 24 年 11 月 15 日（木）

午前 10 時（予定） 

 (注) １ 第２次試験受験者（第１次試験合格者）には、「面接カード」を提出していただきます。また、

面接カードに貼付する写真（縦 40mm×横 30mm）３枚が必要となります。 

    ２ 保育士、学校栄養職の区分は、資格・免許取得（見込）に関する書類（資格証明書・免許証又は卒業

（見込）証明書及び成績証明書）を提出していただきます。 

    ３ 最終合格者は、第１次試験及び第２次試験の結果を総合して決定します。ただし、第２次試験の

いずれかの試験科目において一定の基準に達しない場合は、他の試験科目の成績に関わらず不合格

となります。 
    ４ 合格発表は、川崎市役所本庁舎２階渡り廊下及びホームページ（ホームページアドレスはＰ．８

参照）に最終合格者の受験番号を１週間掲示します。また、第２次試験受験者には合否に関わらず

合格発表日に文書で通知を発送します。郵便事情などにより延着、不着となる場合もありますので、

合否は掲示場所又はホームページで必ず確認してください。なお、電話での合否の問い合わせはお

断りしています。また、合否に関する電報等のサービスは一切取り扱っていません。 
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【第２次試験の内容】※ 作文試験の出題例についてはＰ．８「９ その他」を参照してください。 
試 験 科 目 試 験 区 分 内      容 

面 接 試 験 全 区 分 個別面接を行います。 

作 文 試 験 行 政 事 務 
消 防 士 与えられた課題についての理解力や表現力等をみる試験です。 

身 体 検 査 消 防 士 消防士としての職務遂行に必要な身体的条件及び健康度の検査を行いま

す。 
 
◎最終合格発表までの流れ 

 

 

 
 
４ 合格から採用まで 
 (1) 最終合格者は、試験区分ごとに作成される採用候補者名簿（保育士、学校栄養職の場合は選考合格者

名簿）に登載され、川崎市の各任命権者（市長、公営企業管理者、消防長、教育委員会等）からの請求に

応じて成績順に提示されます。 

 (2) 最終合格者は、原則として平成 25 年 4 月以降、欠員の状況に応じて順次採用されます。なお、既に

学校等を卒業している人又は資格・免許を取得している人については、平成 25 年 4 月より前に採用され

ることもあります。 

 (3) 受験資格がないこと又は「申込書」、「面接カード」及び「身体検査時の書類（消防士のみ）」等の提出

書類の記載事項が正しくないことが判明した場合は、採用されないことがあります。 

また、資格・免許の取得見込みの人で取得できない場合は、採用されません。 

   なお、保育士については、児童福祉法に基づく都道府県知事への保育士登録がされていないと採用さ

れません。 

 (4) 日本国籍を有しない人で、就職が制限されている在留資格の人は採用されません。 

 (5) 採用候補者名簿及び選考合格者名簿の有効期間は原則として１年です。 

 

５ 配 置 等 
採用後の配置、異動、昇任等は、計画的な人材育成や能力開発の観点から、本人の意向やキャリア観を重視す

るとともに、能力・実績主義に基づいた適材適所の人事配置を基本方針として行われています（日本国籍を有し

ない人の配置、異動、昇任等は、この方針に基づき行われるとともに、「外国籍職員の任用に関する運用規程」に

基づいた任用が行われます。）。 

 

◎「外国籍職員の任用に関する運用規程」の概要について 
「外国籍職員の任用に関する運用規程」では、外国籍の職員は、「公権力の行使」に該当しない職務又

は「公の意思形成への参画」に該当しない職（ラインの課長級以上の職を除く全ての職）に任用され、

これらに関わる職員数はおおむね８割に当たるものであり、この中で、国籍に関わりなく職員の配置、

異動、昇任等を行っていく旨の規定がなされています。 
 

① 

筆記 

試験 

② 

体力検査対象者

への通知 

③ 
体力検査 

 

④ 

第１次試験 

合 格 発 表 

⑤ 

第２次試験 

 

⑥ 

最終合格 

発  表 

 
 

 

消 防 士 
 ①の成績により

対象者を決定し、

文書で通知しま

す。 
9月27日（木） 

（予定） 

 

10月4日(木)

(予定) 

 

10月11日（木）

（予定） 

 

 

9月23日

（日） 

 
その他の区分 

 
10月2日（火）

（予定） 

10月19日（金） 

（予定） 

  ～ 

10月30日（火） 

（予定）  

11月15日（木）

（予定） 

第１次試験 



（第1,605号）平成24年６月25日 川 崎 市 公 報

－1420－

- 5 - 

参考１ 職務の概要（代表例） 

試験区分 「公権力の行使」に該当しない職務 「公権力の行使」に関わる職務 

行政事務 

情報化の推進 
産業の振興 
区政推進、区民相談 
水道、交通などの公営事業 
市民文化、スポーツの振興 

市税等の賦課、滞納処分 
生活保護の決定 

土  木 
道路工事の実施計画、設計、監督 
道路の維持補修工事の実施、設計等 開発行為の監視、規制 

 

 参考２ 昇任モデル 

        課長級  部長級  局長級 

職 

員 

⇒ 
主 

任 

⇒ 
係
長
級 

⇒ 

課
長
補
佐 

⇒

☆
課 

長 
○
担
当
課
長 

⇒

☆
部 

長 

○
担
当
部
長 

⇒

☆
局 

長 

○
担
当
理
事 

 

 

(注)１ ☆は「ライン」の職を、○は「スタッフ」の職を示しています。 

２ 係長級への昇任は、一般事務職、土木職、建築職など１３職種について係長昇任選考を実施しており、

合格すると３３歳（最短）で係長級に昇任します。また、４０歳代前半の係長級職員を対象とした課長昇

任選考も実施しており、意欲と能力のある職員を積極的に管理職に登用しています。 

 

６ 給 与 

試 験 区 分 給与月額 ※地域手当を含む。平成 24 年 4 月 1 日現在 

行政事務・土木 １６１，８４０円（１７５，１６８円） 

消  防  士 １７５，１６８円（１９２，４１６円） 

保  育  士 １７５，１６８円（２０１，１５２円） 

学 校 栄 養 職 １７９，５２０円（１９５，３６０円） 

(注)１ ( )書きは、行政事務、土木、消防士については短大卒・高専卒者の場合、保育士、学校栄養職

については大学卒の場合の例です。 

２ 学校卒業後又は資格・免許取得後に職歴等がある人は、一定の基準により上表の金額に加算される場合

があります。 

３ 期末・勤勉手当（3.95 月分）、通勤手当（１箇月当たり最高 55,000 円）、扶養手当、住居手当等がそ

れぞれの支給条件に応じて支給されます。ただし、これらの額は、条例等の改正（給与改定等）により、

変更されることがあります。 
４ 学校栄養職は神奈川県費負担職員となるため、給与、勤務時間その他の勤務条件については、神

奈川県の条例等が適用されます。 
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７ 個人別成績情報の提供 
この試験で不合格になった人のうち希望者に対して、以下の要領で成績をお知らせします。 

試  験 対 象 者 内  容 手 続  等 

第１次試験 
第１次試験不合格者 

(本 人 に 限 る。) 

第１次試験の総合順位及び

総合得点 

（第１次試験の行政事務の

配点は 100 点、土木の配点は

300 点、消防士、保育士、学

校栄養職の配点は 200 点で

す。） 

(1) 申出期間 
第１次試験合格発表日から１箇

月以内（消印有効） 
(2) 提出書類 
① 個人別成績に関する情報提供
申出書（受験案内に掲載） 

② 受験票 
(3) 手続 

「個人別成績に関する情報提供
申出書」に必要事項を記入し、返
信用封筒（80 円切手を貼り、宛先
を明記した定形封筒）と受験票を
同封の上、次の住所に郵送してく
ださい。 
〒210-8577 
川崎市川崎区宮本町１ 
川崎市人事委員会事務局任用課 
※申込書の郵送先と異なります。

(4) その他 
  返信は平成 24 年 11 月下旬以降
を予定しています。 

第２次試験 
第２次試験不合格者 

(本 人 に 限 る。) 

第２次試験の総合順位及び
総合得点（第１次及び第２次
試験の合算） 
（第２次試験の行政事務、土
木の配点は 300 点、消防士の
配点は 400 点、保育士、学校
栄養職の配点は200点です。）

第２次試験受験の際に「個人別成績

に関する情報提供申出書」を直接提

出してください。 

(注) 電話、手紙等での申出はできません。 

 

８ 受験手続 
(1) 郵送による申込方法 

申 込 方 法 

(1) 必ず簡易書留で郵送してください。簡易書留以外の事故については一切責任を 

負いません。 

(2) 封筒の表に「申込書在中」と朱書してください。 

(3) 持参による受付は行いません。 

申込書の郵送先 
〒210-0006 川崎市川崎区砂子１－７－４ 砂子平沼ビル４階 

      川崎市人事委員会事務局任用課 

提 出 書 類 

申込書１通、50 円切手１枚、写真（縦 40mm×横 30mm）１枚 

(1) 必要事項を記入し、署名欄は必ず自署してください。 

(2) 50 円切手は、受験票送付用です。申込書の右上にクリップで留めてください。

(3) 写真は、裏面に氏名及び試験区分を記入し、申込書に貼ってください。 

(4) 申込書は、折り曲げないで封筒に入れてください。 
※ 申込は一つの試験区分に限ります。また、申込書提出後の試験区分の変更はできません。

川崎市人事委員会のホームページからダウンロードした申込書を提出する場合は、「受験案

内 申込書等のインターネット配信について」の記載に従って提出してください。 

申込受付期間 
平成 24 年 8 月 13 日（月）～8 月 23 日（木） (消印有効) 

※ 申込受付期間後の申込は受理することができませんので、ご注意ください。 

受験票の交付 

受験票は、提出された申込書により受験資格を審査した後、本人あて郵送します。 

なお、9 月 13 日（木）までに受験票が到着しない場合には、人事委員会事務局任用

課まで電話でご連絡ください。 
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(2) 電子申請（インターネット）による申込方法 
（申込受付期間）  平成２４年８月１３日（月）～８月２０日（月）午後５時（受信有効） 

※ 平成２４年８月１３日（月）から採用試験のメニューが表示されます。 

※ 申込受付期間のみインターネットによる受験の申込ができます。 

※ 電子申請をする前に、電子申請利用者登録が必要です。この登録は、申込受付期間の前でも可能

です。 

※ 電子申請による申込をするにあたっては、人事委員会のホームページ（川崎市職員採用案内）に

ある「電子申請による採用試験申込方法」を必ず確認してください。 

（申込手順） 

① 川崎市電子申請利用者登録 

電子申請による採用試験の申込をする前に、事前の登録が必要となります。川崎市ホームページ「ネ

ット窓口かわさき（電子申請総合案内）」の「電子申請利用者登録」（画面右側）から登録を行ってく

ださい。申込の際に必要なＩＤとパスワードが取得できます。 
ネット窓口かわさき http://www.city.kawasaki.jp/e-guide/ 

② 電子申請による採用試験の申込 

電子申請利用者登録が完了した後、川崎市ホームページ「ネット窓口かわさき」の「電子申請手続

一覧」などから「川崎市職員採用試験申込」を選択し、表示説明に従い申込を行ってください。申請

入力画面は、「ネット窓口かわさき」の「手続一覧から探す」のほか、「シナリオ（ライフサイクル）

から探す」の「就職」、川崎市トップページ「組織別インデックス」の「人事委員会事務局」から入

っても表示されます。 
※ 申請手続を最後まで完了し、申請手続後に表示される「到達番号」を必ず取得してください。 

到達番号が取得できていない場合、申込は完了していません。 

③ 申込内容の審査 

申込後、人事委員会で申込内容の審査をします。 
④ 審査結果の通知 

審査終了後、電子申請利用者ポータルへ審査結果が通知されますので、必ず確認してください。 
※ 「審査結果通知」が送付されるまで申請日から３日程度（土曜日、日曜日及び休日を除く。）要

する場合がありますが、申請日から４日以上経っても届かない場合は、至急、人事委員会事務局任

用課まで電話でご連絡ください。 
⑤ 申込整理票の印刷 

受験資格があり、申込内容に誤りがなく正式に申込の受付が完了すると、「審査結果通知」で指定

された日以降に受験番号が記載された「申込整理票」が電子申請利用者ポータルに届きますので、ダ

ウンロードして帳票を印刷してください。「申込整理票」は、写真（縦 40 ㎜×横 30 ㎜）１枚を貼付

し署名してください。第１次試験当日、受験する教室で整理票と引換に「受験票」を交付しますので、

忘れずに持参してください。 

（諸注意） 
※ パソコンの機種や環境等により利用できない場合があります。 

※ 「申込整理票」を印刷するためのプリンターが必要となります。 

※ 使用するパソコンや通信回線上の障害等によるトラブルについては一切責任を負いません。 

※ 電子申請締切日はアクセスが集中するため、サイトにつながらない又は表示に時間がかかる等の

現象が起こることがあります。申請手続は日にちに余裕をもって行ってください。 

 

◎ 身体の障害等により受験上の配慮を希望する人へ 
  次のことを希望する人は、必ず申込時に、人事委員会事務局任用課まで電話でご連絡ください。  

(1) 行政事務の区分を希望する人で身体障害者手帳を持っている人は、希望により点字による受験ができま 

す。点字による受験を希望する人は、申込書の点字受験欄に○印を記入（電子申請はコードを選択）の上、  

お申し込みください。 

(2) 点字による受験を希望する人については、試験時間の延長などの配慮をします。試験会場等の詳細につ 

いては受験票（電子申請の場合は申込整理票）送付時にお知らせします。 

   (3) 車椅子を使用する人は、受験会場を１階にするなどの配慮をします。 

   (4) その他身体等の事情により受験に際して特に配慮を必要とする人は、事前に相談してください。 
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９ その他 
 (1) 教養・専門試験の問題例及び作文試験の過去の出題例を川崎市人事委員会のホームページに掲載して

います。インターネットを利用できない場合は、返信用封筒（80 円切手を貼り、宛先を明記した定形封

筒）及び希望する試験区分と問題例等を請求する旨を書いたメモを同封し、次の住所あて請求してくだ

さい。印刷したものを送付します。 

   〒210-8577 川崎市川崎区宮本町１ 川崎市人事委員会事務局任用課 

 (2) 受験に際して市が収集する個人情報は、採用試験及び採用手続にのみ使用します。 

 

◎前年度（平成２３年度）実施結果 

試 験 区 分 申 込 者 数 
（人）

第１次試験受験者数 
（人）

最終合格者数 
（人） 

競争倍率 
（倍）

行 政 事 務 ４００ ２４０ ２３  １０．４ 

土 木 ２ １ ０  ― 

建 築 ５ ５ １  ５．０ 

消 防 士 ４６８ ３３１ １９  １７．４ 

保 育 士 １９１ １３１ １２  １０．９ 

臨床検査技師 ２５ ２２ １  ２２．０ 

学 校 栄 養 職 １１８ ８０ ４  ２０．０ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

【問い合わせ先】 

 川崎市人事委員会事務局任用課 

TEL 044-200-3343（直通） FAX 044-222-6449 

ホームページアドレス  http://www.city.kawasaki.jp/94/94ninyo/index.html 

携帯サイト      http://www.city.kawasaki.jp/94/94ninyo/mobile/index.html 

                                            

   

 ←携帯端末用 QR コード（使用できない場合は、上記の 
携帯サイトのアドレスを直接入力してください。） 

 
 

※平成２４年１０月中、上記ＵＲＬが変更となる可能性があります。
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農 業 委 員 会 告 示

川農委告示第６号

　第12回川崎市農業委員会総会を次のとおり招集します。

　　平成24年６月14日　

 川崎市農業委員会　　　　　　

 　　会長　小　林　　　騰　　

１ 　日　時　

　　平成24年６月20日（水）　午後２時00分

２ 　場　所

　　セレサ川崎農業協同組合梶ヶ谷ビル３階会議室

　　（川崎市高津区梶ヶ谷２－１－７）

３ 　議　題

　⑴ 　農地法第３条の規定による許可申請に対する処分

決定について

　⑵ 　相続税の納税猶予適格者証明（新規）について

　⑶ 　農地の転用届出に関する事務局長の専決処分につ

いて

　⑷ 　相続税の納税猶予適格者証明（継続）について

　⑸ 　生産緑地の農業の主たる従事者証明について

　⑹ 　地目変更登記に係る登記官からの照会について

　⑺ 　その他

川 崎 区 公 告

川崎市川崎区公告第19号

　住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第８条及び住

民基本台帳法施行令（昭和42年政令第292号）第12条第

１項の規定により、川崎市川崎区昭和２丁目７番27号　

菅原　あゆみ　他３名について、別紙のとおり住民票を

職権消除しましたので、同条第４項の規定により、その

者に通知しなければならないところ住所及び居所が明ら

かでないので公示します。

　　平成24年６月15日

 川崎市川崎区長　豊　本　欽　也　　

　この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して60日以内に、川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この処分

の取消しを求める訴え（以下「取消訴訟」といいます。）

は、前記の審査請求についての裁決があったことを知っ

た日の翌日から起算して６箇月以内に、川崎市を被告と

して（川崎市長が被告の代表者となります。）提起する

ことができます。なお、取消訴訟は、前記の審査請求に

ついての裁決を経た後でなければ提起することができな

いこととされていますが、①審査請求があった日から３

箇月を経過しても裁決がないとき、②処分、処分の執行

又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため

緊急の必要があるとき、③その他裁決を経ないことにつ

き正当な理由があるときは、裁決を経ないでも取消訴訟

を提起することができます。

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第20号

　川崎市印鑑条例（昭和51年川崎市条例第８号）第12条

第１項第６号の規定により、川崎市川崎区昭和２丁目７

番27号　菅原　あゆみ　他１名について、別紙のとおり

印鑑の登録を抹消しましたので、同条第２項の規定によ

り、その者に通知しなければならないところ住所及び居

所が明らかでないので公示します。

　　平成24年６月15日

 川崎市川崎区長　豊　本　欽　也　　

　この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して60日以内に、川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この処分

の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ

た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算

して６箇月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被

告の代表者となります。）提起することができます。

（別紙省略）

中 原 区 公 告

川崎市中原区公告第20号

　次の国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者

に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び

事業所が不明のため送達することができないので、国民

健康保険法（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で

準用する地方税法（昭和25年法律第226条）第20条の２

の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成24年６月14日

 川崎市中原区長　板　橋　洋　一　　
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年 　 　 度 科 　 　 　 　 目 期 　 　 別
この公告により

変更する納期限
件数・備考

平成24年度
国 民 健 康

保 　 険 　 料
過年度５月分

平成24年７月２日

（過年度５月分）
計３件

（別紙省略）

高 津 区 公 告

川崎市高津区公告第５号

　次の国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者

に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び

事業所が不明のため送達することができないので、国民

健康保険法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準

用する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の

規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成24年６月８日

 川崎市高津区長　秋　岡　正　充　　

年 　 　 度 科 　 　 　 　 目 期 　 　 別
この公告により

変更する納期限
件数・備考

平成24年度
国 民 健 康

保 険 料

過 年 度 随 時

５ 月 分
平成24年７月２日 計３件

（別紙省略）

多 摩 区 公 告

川崎市多摩区公告第19号

　次の国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者

に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び

事業所が不明のため送達することができないので、国民

健康保険法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準

用する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の

規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成24年６月15日

 川崎市多摩区長　池　田　健　児　　

年 　 　 度 科 　 　 　 　 目 期 　 　 別
この公告により

変更する納期限
件数・備考

平成24年度
国 民 健 康

保 険 料
過 年 度 随 時

平成24年７月２日

（過年度随時４月分）
計10件

（別紙省略）

麻 生 区 公 告

川崎市麻生区公告第18号

　差押調書を別紙記載の者に送達すべきところ、その者

の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送達する

ことができないので、国民健康保険法（昭和33年12月27

日法律第192号）第78条で準用する地方税法（昭和25年

法律第226号）第20条の２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成24年６月５日

 　　川崎市麻生区長　瀧　峠　雅　介　　

　　別紙省略

　　　───────────────────

川崎市麻生区公告第19号

　配当計算書を別紙記載の者に送達すべきところ、その

者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送達す

ることができないので、国民健康保険法（昭和33年12月

27日法律第192号）第78条で準用する地方税法（昭和25

年法律第226号）第20条の２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　平成24年６月５日

 　　川崎市麻生区長　瀧　峠　雅　介　　
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　　別紙省略

中原区選挙管理委員会告示

川崎市中原区選挙管理委員会告示第８号

　川崎市中原区の投票区設置告示（平成21年川崎市中原

区選挙管理委員会告示第３号）の一部を次のとおり改正

し、平成24年６月２日から施行します。

　　平成24年６月２日

 川崎市中原区選挙管理委員会　　

 　　委員長　六　反　政　韶　　

　表第14投票区の項投票区域の欄中「１番（２号以降）、

２番から12番まで」を「１番から12番まで」に改める。

　表第16投票区の項投票区域の欄中「、木月２丁目（１

番１号）」を削除する。

辞 令

平成24年６月１日付人事異動

　（病院局）

任　　　　　　命 氏　　名 前　　　　　　職

（部長級） 　 　

市立井田病院歯科口腔外科兼務 鬼　澤　勝　弘 市立川崎病院歯科口腔外科部長

（課長級） 　 　

市立川崎病院心臓血管外科医長 鈴　木　　　亮 新任


